
共同研究契約書

　国立大学法人神戸大学（以下「甲」という。）および○○○○（以下「乙」という。）は、下記研究概要記載の共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するにあたり、本契約書の各条項のとおり共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結する。
本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有するものとする。

20**年　月　日
　　　　　　　　（甲）兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号
　　　　　　　　　　　国立大学法人神戸大学
　　　契約担当役　　○○（職名）　○○　○○　　　　印


　　　　　　　　（乙）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


（研究概要）
	1.研究題目
	　

	2.研究目的
	　

	3.研究分担等
内容
	甲
	　

	
	乙
	　

	4.研究実施場所
	甲
	　

	
	乙
	　

	5.研究期間
（第３条）
	　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日　　まで

	6.契約期間
（第３５条）
	　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日　　まで

	7.スケジュール
	【研究項目】
	年　　月　～　　年　　月

	
	【研究項目】
	年　　月　～　　年　　月

	
	【研究項目】
	年　　月　～　　年　　月

	8.研究代表者
（第４条）
	所属
	氏名
	所属部署
	職名

	
	甲
	　
	　
	　

	
	乙
	　
	　
	　

	9.研究分担者
（第４条）
	所属
	氏名
	所属部署
	職名

	
	甲
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	乙
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	10.研究協力者
（第４条）
	所属
	氏名
	所属部署
	職名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11.学生等
（第５条）
	所属
	氏名
	研究科・学部

	
	甲
	
	

	12.共同研究員
（第６条）
	所属
	氏名
	所属部署
	職名

	
	乙
	　
	　
	　

	13.研究経費
（第６条）
（第７条）

	直接経費
	物品費
	円

	
	
	旅費
	円

	
	
	人件費
	円

	
	
	その他
	円

	
	小計（A）
	円

	
	間接経費（B）
	円

	
	
	（A）　×　30％

	
	研究料（C）
	円

	
	
	37,000円　×　　月　×　　人

	
	合計（A）+（B）+（C）
	円

	14.提供設備等
（第９条）
	提供者
	名称
	規格
	数量

	
	乙
	

	
	

	15.貸与設備等
（第１０条）
	所有者

	名称
	規格
	数量

	
	乙
	

	
	

	16.知財担当者
（第２０条）
	甲
	住　所
	　兵庫県神戸市灘区六甲台町1番1号

	
	
	部　署
	　研究推進部連携推進課知財グループ

	
	
	連絡先
	　ksui-chizai@office.kobe-u.ac.jp

	
	乙
	住　所
	　

	
	
	部　署
	　

	
	
	連絡先
	　



（定義）
第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語は以下の定義によるものとする。
一　「本研究データ」とは、本共同研究の実施により得られたデータや情報等の無体物をいう。
二　「本ノウハウ」とは、本研究データのうち、秘匿することが可能な技術情報等、かつ、財産的価値を有するものであって、第１７条に基づき甲乙協議のうえ指定するものをいう。
三　「本成果有体物」とは、本共同研究の実施により得られた有体物であって、遺伝子、核酸、タンパク質、細胞株、微生物株、実験動物、化合物、試薬、試料、材料、試作品、装置等で、財産的価値を有するものをいう。
四　「発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、回路配置利用権の対象となる回路配置、育成者権の対象となる植物新品種等をいう。
五　「プログラム等著作物」とは、著作権法上の保護を受けるプログラムの著作物およびデータベースの著作物をいう。
六　「本研究成果」とは、本共同研究の実施に基づき得られた発明等、プログラム等著作物、本ノウハウ、本成果有体物、本研究データ等の一切の成果をいう。
七　「特許等を受ける権利」とは、特許法に定める特許を受ける権利、実用新案法に定める実用新案登録を受ける権利、意匠法に定める意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に定める回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に定める品種登録を受ける地位、および外国における上記各権利に相当する権利をいう。
八　「特許権等」とは、特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権、意匠法に定める意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に定める回路配置利用権および種苗法に定める育成者権、ならびに外国における上記各権利に相当する権利、および特許等を受ける権利をいう。
九　「著作権等」とは、著作権法に規定するプログラム等著作物にかかる著作権および外国における上記各権利に相当する権利をいう。
十　「知的財産権」とは、特許権等および著作権等にかかる権利をいう。
十一　「出願等」とは、第八号に掲げる権利を取得および維持するための出願、申請、登録および権利保全等をいう。
十二　「出願等費用」とは、出願等に要する費用をいい、弁理士等の外部専門家に対し支払われるものを含む。
十三　発明等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為をいう。

（共同研究の実施）
第２条　甲および乙は、本契約の定めに従って、本共同研究を実施するものとする。

（研究期間）
第３条　本共同研究の研究期間（以下「本研究期間」という。）は、表記研究概要5.研究期間に掲げるとおりとする。

（研究代表者、研究分担者および研究協力者）
第４条　甲および乙は、それぞれ表記研究概要8.研究代表者および9.研究分担者に掲げる者を本共同研究に従事させるものとし、自己に所属する研究代表者に、それぞれが分担する研究を管理、監督させるものとする。
２　甲および乙は、本共同研究の実施に必要と認める場合、表記研究概要10.研究協力者に掲げる、研究代表者および研究分担者以外の者（以下「研究協力者」という。）を、事前に書面（電子メールを含む。）にて相手方に同意を得たうえで、本共同研究に参加させることができるものとする。
３　甲および乙は、それぞれ自己に属する研究代表者、研究分担者および研究協力者（以下併せて「研究分担者等」という。）に、本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならない。

（学生等）
第５条　甲は、表記研究概要11.学生等に掲げる本学の学部生、大学院生および研究生 （以下「学生等」という。）を、事前に書面（電子メールを含む。）にて相手方に同意を得たうえで、本共同研究に参加させることができるものとする。
２　学生等の参加は、教育の一環としての学修機会に位置づけられ、甲の教職員の指導・監督の下で実施される。甲は、学生等に対し、秘密保持義務等の遵守が必要な事項を事前に指導し、当該事項を遵守する旨を確認する。
３　甲と雇用関係にない学生等が創出した特許等を受ける権利の承継の取扱いについては、甲乙および当該学生等との協議により、決定するものとする。

（研究者の受入れ）
第６条　甲は、表記研究概要12.共同研究員に掲げる乙の研究分担者を共同研究員として甲の研究施設に受入れることができるものとする。
２　前項の場合、乙は、共同研究員を受入れることにより必要となる表記研究概要13. 研究経費に掲げる研究料を甲に納付しなければならない。
３　当該共同研究員は、甲の研究施設において本共同研究に係る研究活動を行うに当たっては、甲の定める施設利用規程、安全管理に関する規程その他甲が定める諸規程及び甲の指示に従わなければならない。

（研究経費の負担）
第７条　乙は、本共同研究を実施するために必要な甲の研究経費のうち、表記研究概要13.研究経費に掲げる本共同研究に直接必要な「直接経費」、研究を支援する甲の共通基盤経費である「間接経費」および前条第２項の「研究料」の合計金額を負担するものとする。
２　乙は、前項の研究経費を甲が発行する請求書により、当該請求書の受領月の翌月末日までに納付しなければならない。
３　乙は、所定の納付期限までに研究経費を納付しないときは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、その未納額に国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率により計算した延滞金を納付しなければならない。
４　本契約が終了した際に、本条の規定により納付された研究経費に残額がある場合は、甲は、乙からの返還請求に基づき、残額を乙に返還するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により本共同研究を中止し、または本契約が解除された場合はこの限りではない。

（経理）
第８条　前条の研究経費の経理は甲の規程により甲が行うものとする。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができるものとし、甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合には、必要かつ合理的な範囲において、これに応じるものとする。ただし、閲覧により第三者の情報を開示することになるときは、甲は、乙に対しその理由を示したうえで、該当部分の閲覧を拒むことができる。

（設備等の帰属）
第９条　第７条の研究経費により取得した設備及び機器等は、甲に帰属するものとする。
２　乙は、表記研究概要14.提供設備等に掲げる設備および機器等を甲に提供するものとする（以下「提供設備等」という。）。この場合において、当該提供設備等は、甲に帰属するものとする。
３　前項に規定する提供設備等の搬入および据付けに要する経費は、乙の負担とする。また、保守および管理に要する経費の取扱いは、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
４　甲は、提供設備等が本契約の内容に適合しないものであった場合は、乙に修補、代替物の引渡し、および不足分の引渡しを求めることができるものとする。
５　乙は、前項による追完が困難であること、または、提供設備等が本契約の内容に適合しなかったことに起因して甲が損害を被ったときは、甲の損害を賠償するものとする。

（設備等の受入れ）
第１０条　甲は、本共同研究の用に供するため、表記研究概要15.貸与設備等に掲げる乙の所有する設備等（以下「貸与設備等」という。）を無償で受入れ、使用することができるものとする。
２　甲は、乙から受入れた貸与設備等について、その据付完了の時から返還作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるものとする。
３　第１項に規定する貸与設備等の搬入、据付け、取外し、搬出、保守および管理に要する経費は、乙の負担とする。
４　甲は、乙から受け入れた貸与設備等が本契約の内容に適合しないものであった場合は、乙に修補、代替物の引渡し、および不足分の引渡しを求めることができるものとする。
５　乙は、前項による追完が困難であること、または、乙から受け入れた貸与設備等が本契約の内容に適合しなかったことに起因して甲が損害を被ったときは、甲の損害を賠償するものとする。

（情報および研究試料の提供）
第１１条　甲および乙は、本共同研究の実施に必要と自らが思料する情報および研究試料（以下「研究試料等」という。）を、別途合意がない限り、相手方に無償で提供するものとする。
２　甲および乙は、自己が提供する研究試料等について、正確性、有用性、安全性、第三者の権利を侵害しないことおよびその他一切の保証をしないものとする。
３　甲および乙は、相手方から提供された研究試料等を、本共同研究の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、他の如何なる目的にも使用してはならない。また、甲および乙は、当該研究試料等を、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
４　研究試料等に係る所有権および知的財産権を含む一切の権利は、研究試料等の提供後も提供した当事者に帰属し、甲および乙は、本共同研究目的での使用を除き、当該研究試料等に係る如何なる権利を取得するものでもなく、また、如何なる権利を付与または許諾されるものでもない。
５　甲および乙は、本共同研究が終了もしくは中止した場合、または相手方から要求があった場合は、相手方から提供された研究試料等を相手方に返還、または相手方の指示により処分するものとする。
６　甲または乙は、本条および次条に定めるもののほか、研究試料等について特段の扱いを希望する場合は、別途協議のうえ契約を締結するものとする。

（秘密の保持）
第１２条　本契約において「本秘密情報」とは、本共同研究の実施に当たり、相手方から開示を受けた情報であって、かつ、（１）秘密もしくはこれと同等の表示を明記して当該開示がなされたもの、または（２）口頭等無形の方法により開示された場合で、当該開示に際して秘密である旨が告知され、かつ当該開示後２０日以内に書面（電子メールを含む。）によりその内容が開示を受けた当事者に通知されたものをいう。
２　甲および乙は、本秘密情報について、自己の研究分担者等、ならびに本共同研究の遂行上必要な最小限の役員および従業者等（以下併せて「研究関係者」という。）以外の者に開示・漏洩してはならない。また、甲および乙は、本秘密情報について、自己の研究関係者がその所属を離れた後も含め秘密を保持する義務を、当該研究関係者に対し負わせるものとする。
３　本秘密情報は、本共同研究の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、他の如何なる目的にも使用してはならない。
４　第２項の規定にかかわらず、甲および乙は、法令により開示が義務付けられているとき、または主務官庁もしくは裁判所その他の公的機関より法令に基づき開示の請求を受けたときは、必要かつ相当な範囲に限り、本秘密情報を開示することができるものとする。ただし、当該開示に際しては、相手方に対し、事前に通知をするものとする。なお、事前に通知することが困難なやむを得ない事情がある場合には、事後速やかに通知を行うものとする。
５　本秘密情報に係る一切の権利は、本秘密情報の開示後も開示した当事者に帰属し、本契約に基づき本秘密情報の開示を受けた当事者は、本共同研究の目的での使用を除き、当該本秘密情報に係る如何なる権利を取得するものでもなく、また、如何なる権利を許諾されるものでもない。
６　甲および乙は、本共同研究が終了もしくは中止した場合、または相手方から要求があった場合は、相手方の指示により、本秘密情報（複製物を含む。）を返還もしくは処分するものとする。
７　前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当することを客観的に立証できる場合は、適用されないものとする。
一　開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
二　開示を受けた際、既に公知となっている情報
三　開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四　正当な権原を有する第三者から適法に取得した情報
五　秘密情報によることなく独自に開発または取得していた情報
六　書面により事前に開示した当事者の同意を得た情報
８　本条は、第５項の規定を除いて、本契約期間中および契約終了日の翌日から起算して３年間有効に存続する。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、または短縮することができるものとする。また、第５項の規定は契約終了後も対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。

（報告会の開催）
第１３条　甲および乙は、本研究期間中、必要に応じて報告会を開催し、本共同研究の進行状況について相互に報告を行うとともに研究の進め方その他について協議を行うものとする。
２　甲および乙は、本研究成果について本研究期間の終了後に報告書を協力して作成するものとする。

（研究成果の取扱いにおける基本的な考え方）
第１４条　甲および乙は、本研究成果および本研究成果たる発明等およびプログラム等著作物にかかる知的財産権（以下「本研究成果等」という。）に係る取扱いについて、次の各号に掲げる事項を確認するものとし、これを踏まえて本契約に定める協議を行うものとする。
[bookmark: _Hlk212210494]一　本研究成果等が本共同研究の成果として得られたものであること。
二　甲は、公的教育研究機関であり、その責務として本研究成果等を公表や社会実装を通して、社会に還元し、公益に資する必要があること。
三　甲は、公的教育研究機関であり、自ら営利を目的とする事業活動を行うことはできず、本研究成果等の社会実装等については乙の理解と協力が重要であること。
[bookmark: _Hlk212212244]四　本研究成果等は、第７条に定める研究経費に加え、甲乙がそれぞれ自己の知見、人件費、施設・設備等を用いて実施した共同研究の成果であること。なお、甲の知見、人件費、施設・設備等には国費その他の公的資金が用いられており、これらの使用により利益を受ける場合には適切な費用負担が必要であること。
五　本研究成果等の使用により収益があった場合、甲および乙は、当該本研究成果等を創出した自己に属する研究分担者等に、特許法第３５条その他の関係法令および所属機関の規則等に基づき相当の利益を受けさせる義務があること。

（研究成果の公表）
第１５条　甲および乙は、第１２条および第１７条の規定を遵守のうえ、本研究成果の公表等を行うことができるものとする。
２　甲または乙は、本研究期間終了日の翌日から起算して１２か月の間に、自己またはその研究分担者等が関与した研究成果を公表しようとする場合、学会等においては要旨集への投稿日、学術論文等においては論文投稿日、その他の公表または公開にあたっては公表予定日の６０日前までに、その内容を書面（本条において「書面」とは、電子メールを含むものとする。）で相手方に通知するものとする。なお、甲および乙の研究分担者等は、異動その他の理由により所属を離れた後も本条の義務を負うものとし、公表を希望する場合は、甲および乙に自ら通知するものとする。
３　前項の通知を受けた相手方は、本研究成果を公表しようとする者（以下「公表希望当事者」という。）が公表しようとする内容について、自己が開示した秘密情報および研究試料が含まれている場合、または学術的、科学的もしくは倫理的見地から相当ではないと判断する場合は、当該通知受領後２０日以内に、公表希望当事者に対し、書面で通知し、その内容の修正を求めることができるものとする。
４　前項に基づき修正を求められた者は、相手方と協議のうえ、必要な修正を行うものとする。
５　第２項の通知を受けた相手方は、第１７条に基づくノウハウとしての指定を検討しているとき、または発明等について第２１条ないし第２３条に基づく出願等を検討しているときは、当該通知受領後２０日以内に、公表希望当事者に対し、書面で通知し、協議を求めることができるものとする。
６　相手方から前項の求めがあった場合、公表希望当事者は、前項の通知を受領した日から２か月間を限度として、協議に応じなければならない。
７　第３項に規定する場合を除き、乙は、甲が教育研究機関であることに配慮し、本共同研究に学生等が参加した場合においては、当該学生等が本研究成果を学位論文等において公表することを認めるものとする。

（甲による研究成果の使用）
第１６条　甲および甲の研究分担者等は、本研究成果について、第１２条、第１５条および第１７条を遵守のうえ、第１４条に則り、教育および研究活動のために使用することができるものとする。
２　前項の規定は、甲の研究分担者等が甲の所属を離れて他の非営利研究機関において教育および研究活動を行う場合においても、準用されるものとする。

（研究データの使用）
第１７条　甲および乙は、自己の活動上、秘匿を必要とする本研究データについて、本ノウハウとして指定することを書面（電子メールを含む。）にて、相手方に求めることができる。当該本研究データについては、別途協議のうえ取り扱いを定めるものとする。
２　前項の協議において、本ノウハウとして秘匿すべき期間は、協議において定めた日の翌日から起算して３年間を超えない期間とする。ただし、必要があるときは、甲乙協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、または短縮することができるものとする。
３　甲および乙は、本ノウハウ以外の本研究データであって甲乙合意するものを使用する場合には、条件等につき別途協議のうえ契約を締結するものとする。

（個人情報等を含む研究成果の特則）
第１８条　次の各号のいずれかを含む本研究成果は甲に帰属するものとし、乙はこれらの本研究成果の使用を希望する場合は甲の定める条件を遵守しなければならない。
一　甲が取得した個人情報
二　甲が取得した患者または健常人に関する情報
三　甲が取得した患者または健常人に由来する試料、および、当該試料から抽出または作製等した物
四　前号の試料または物に含まれる情報
五　第二号もしくは第四号の情報、または、第三号の試料もしくは物を解析して得られた情報
六　思想や考察等の甲の研究分担者等により公表、表示、同一性保持、および名誉声望についての権利を保持されるべきもの

（本成果有体物の取扱い）
第１９条　本成果有体物の帰属および取扱いについては、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

（特許等を受ける権利の承継・帰属）
第２０条　甲および乙は、自己に属する研究分担者等が発明等をした場合は、速やかに相手方に書面（電子メールを含む。）にて通知しなければならない。なお、通知先は表記研究概要16.知財担当者のとおりとする。
２　甲または乙の研究分担者等が本共同研究において単独で発明等を行ったときは、第４項に定める場合を除き、当該発明等にかかる特許権等は当該発明等の当該発明等をした研究分担者等が属する甲または乙の単独所有とする。
３　甲の研究分担者等および乙の研究分担者等が本共同研究において共同で発明等を行ったときは、次項に定める場合を除き、当該発明等にかかる特許権等は甲および乙の共有とし、それぞれに属する当該発明等をした研究分担者等の貢献度に応じて持分を定めるものとする。なお、甲および乙のいずれかが当該特許権等の自己の持分を放棄し、または相手方に対し自己の持分を譲渡したときは、当該権利およびこれにかかる特許権等は、以後、相手方の単独所有として取り扱われるものとする。
４　甲または乙が、自己の規程、規則等に基づき、第２項および前項の特許権等について、自己に属する当該発明等をした研究分担者等の持分を承継または取得しないことを決定したときは、当該持分は当該発明者に帰属するものとし、相手方は当該特許権等の取扱いについて当該発明者との間で協議するものとする。

（特許権等の出願等）
第２１条　前条第２項の規定により甲または乙の単独所有となった特許権等については、権利者たる甲または乙が単独で、出願等の要否および出願国等の決定、ならびに、出願等を行うものとし、出願等費用は出願等を行う者が全額負担する。なお、当該当事者は、当該出願等に先立ち、単独発明であることについて、相手方から書面による同意を得るものとする。
２　前条第３項の規定により甲乙の共有となった特許権等について出願等を行うときは、甲および乙は共同出願契約書を締結し、共同で出願等の手続を行うものとし、出願等費用は乙が全額負担する。なお、出願等の要否および出願国等は、甲および乙が協議のうえ別途定めるものとする。ただし、出願等費用を乙が全額負担することに鑑み、甲は、乙が希望する出願等について、合理的な理由がある場合を除き、これに応ずるものとする。
３　前各項の規定は、甲または乙が自らの特許等を受ける権利を本契約の相手方に持分の一部または全部を譲渡する旨の契約を締結し、甲および乙が共同で、または、甲もしくは乙が単独で出願等の手続を行うことを妨げない。

（甲単独所有の特許権等にかかる協議）
第２２条　前条の規定にかかわらず、甲が単独で所有することとなった特許権等について、乙は、甲に対し、出願等費用の全額負担を条件に、当該特許権等の出願等および実施許諾の協議を申し入れることができる。なお、負担する出願等費用は、実施許諾にかかる協議が終了するまでの間、および協議の結果甲から実施を許諾された場合にはその許諾期間中に生じた分とする。
２　甲は、前項の申し入れに応じるか否かについて自己の自由な裁量で決定するものとする。
３　甲が第１項の乙の申し入れに応じることを決定したときは、甲は第１項に定める条件のもと当該特許権等の出願等を行い、また、甲および乙はオプション契約を締結して当該特許権等の実施許諾の協議を行うものとする。
４　乙が、前項の協議の結果、甲から当該特許権等の実施許諾を受けた場合において、当該許諾日から３年経過後においても実施または実施に向けた具体的な開発計画等の提示をしないときは、甲は当該実施許諾契約を解除することができるものとする。

（乙による共有特許権等の実施）
第２３条　甲および乙は、第２１条第２項に定める共同出願契約において、協議のうえ、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
　一　特許権等の実施および第三者への実施許諾の取扱い
　二　乙が当該特許権等を自ら実施する場合における、甲の貢献に応じた利益配分
　三　甲または乙が第三者に対し当該特許権等の実施を許諾する場合における、当該許諾に係る対価の配分
２　甲および乙は、前項の協議において、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して前項の定めを行うものとする。
　一　特許権等の持分の割合
　二　甲乙それぞれの知見、人材、施設および設備等による本共同研究への貢献の程度
　三　甲が営利活動を制限されているのに対し、乙は収益事業のために特許権等を実施し得るという法人の性質や立場の違い
四　前号に定める事由に基づき、甲と乙それぞれに所属する発明者の間に生じる利益享受の機会の不均衡

（学会発表・論文発表の妨害の禁止）
第２４条　甲および乙は、共同出願契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、共同出願を故意に遅滞させ、結果として相手方の学会発表、論文発表を妨害してはならない。

（著作権等の取扱い）
第２５条　本共同研究の実施に基づき得られたプログラム等著作物にかかる著作権等の取扱いは、別途、甲乙協議のうえ決定するものとする。

（承認ＴＬＯ）
第２６条　甲は、本共同研究の推進（本共同研究の実施自体は含まない。）および本研究成果の活用に係る業務を、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」その他の法令等に基づき事業の実施承認を得た株式会社神戸大学イノベーションに委託することができるものとし、甲は、同社に甲が本契約に基づき負う義務と同一の義務を遵守させるものとする。

（名称等の使用）
第２７条　甲および乙は、相手方の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章を使用しようとするときは、事前に相手方から書面で同意を得なければならない。なお、相手方の研究分担者等その他役員または職員の氏名等を使用する場合も同様とする。

（安全保障輸出管理）
第２８条　甲および乙は、本契約に従い、研究試料等および本研究成果の輸出または提供を行う場合、外国為替および外国貿易法ならびにこれに関連する法令等に従い、輸出許可取得等の必要な手続きを行うものとする。なお、必要な手続きとの関係で当該輸出または提供ができない場合、甲および乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
２　甲および乙は、本契約または個別契約に従い相手方から提出、支給、または貸与される如何なる研究試料等および本研究成果も大量破壊兵器等の設計、製造、使用、または保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は、直接または間接を問わず輸出または提供を行わないものとする。

（反社会的組織関与の場合）
第２９条　甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一　暴力団
二　暴力団員
三　暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
四　暴力団準構成員
五　暴力団関係企業
六　総会屋
七　社会運動等標ぼうゴロ
八　特殊知能暴力集団
九　その他前各号に準ずる者
２　甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一　反社会的勢力によって経営を支配されていること
二　反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
三　自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
四　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
五　自らの役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
３　甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないことを確約する。
一　暴力的な要求行為
二　法的な責任を超えた不当な要求行為
三　取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四　風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
五　その他前各号に準ずる行為
４　甲および乙は、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、または本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
５　前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、または本条の確約に違反した当事者（以下「違反当事者」という。）は、解除を行った相手方（以下「解除当事者」という。）に対して損害賠償を請求できないものとする。
６　第４項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとする。

（やむを得ない事由による研究の中止または期間の変更）
第３０条　天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、または本研究期間を変更することができるものとする。この場合において、甲または乙は、相手方に対し、その責を負わないものとする。
[bookmark: _Hlk214282679]２　甲は、甲の本研究分担者等の退職または他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、乙と協議したうえで、本共同研究を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し、その責めを負わないものとし、第７条第４項および第１０条第３項に基づき、研究経費ならびに貸与設備等を乙に返還するものとする。

（契約の解除）
第３１条　甲および乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後３０日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一　相手方が締結および本契約の履行に関し、不正または不当の行為（不作為を含む。）をしたとき
　二　相手方が本契約に違反したとき
２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
一　破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、または特別清算手続の申立てをし、または申立てを受けたとき
二　銀行取引停止処分を受け、または支払停止に陥ったとき
三　仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売その他これらに類する手続の申立て命
令を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
四　解散の決議をしたとき
五　本契約の目的に係る事業の廃止があったとき
六　事前に甲の書面による同意を得ずして、合併または本契約の目的に係る事業の全部または一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき
七　監督官庁から営業停止または営業許可の取消その他本契約の目的に係る事業の継続に影響を与える処分を受けたとき

（損害賠償義務）
第３２条　本契約に違反した当事者は、法令等の規定に従い、当該違反によって相手方に生じた損害を賠償する責任を負う。

（裁判管轄）
第３３条　本契約に関する紛争（裁判所の調停手続きを含む。）については、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（契約譲渡の禁止）
第３４条　甲および乙は、事前に相手方の書面による同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位または本契約から生じる権利もしくは義務を譲渡してはならない。

（契約の有効期間）
第３５条　本契約の有効期間は、表記研究概要6.契約期間に掲げる期間とする。
２　本契約の有効期間の満了または解除・解約その他如何なる理由により終了した場合であっても、本契約の条項のうち、第７条第３項および第４項、第９条、第１０条第２項、第３項および第５項、第１１条第２項ないし第６項、第１２条、第１３条第２項、第１４条ないし第２８条、第２９条第５項および第６項、第３０条、第３２条ないし第３４条およびその他その性質上契約終了後も効力を有すべきものについては、契約終了後も当該条項に定める期間または対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。

（協議）
第３６条　本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

（本頁、以下余白）
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